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第１条（特約の適用）  

多摩ケーブルネットワーク株式会社（以下「当社」といいます。）は、テレビサービス加入契約約款（料

金表を含みます。以下「約款」といいます。）に定める放送サービスの一つとして、約款に付するこの

受信障害区域テレビサービス特約（以下「特約」といいます。）により、電波の受信障害区域向け地上

デジタル放送再送信サービス（以下「本サービス」といいます）を提供します。  

２ 当社は、この特約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の特

約によります。  

３ 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。  

第２条（加入契約の単位） 

加入契約は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに行います。 

第３条（本サービスの内容） 

本サービスは、地上デジタル放送の同時再送信の提供を行います。 

第４条（本サービスの提供条件） 

本サービスの提供は、加入契約の申込を行う時点で、受信障害（電気通信技術審議会報告の電界強度測

定モデルにより測定した電波の受信電界強度が５１ｄＢμＶ/ｍ以下など）区域の加入申込者に限りま

す。 

第５条（他の放送サービスへの移行） 

契約者は、当社が約款で定める他の放送サービス（以下「他の放送サービス」という。）への変更を

申し込むことができます。 

２ 他の放送サービスへの変更を行う場合には、約款の規定により取り扱います。 

３ 変更の申込を当社が承諾し、工事を行った場合、契約者は、約款に定める工事費を支払っていた

だきます。 

４ 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。 

５ デジタル放送サービスへの変更を行った場合には、変更後の利用料に従っていただきます。ただ

し、月の途中での変更の場合には、変更日の属する月の利用料は変更前の利用料の金額とします。 

第６条（サービスの利用の休止及び再開） 

当社は、本サービスについて、約款に規定する休止及び再開を適用しません。 

第７条（料金表） 

当社が提供する本サービスの料金は、手続きに関する料金及び工事費等については、約款の料金表に

定めるところにより、利用料については、この特約の受信障害区域テレビサービス料金表に定めると

ころによります。 

第８条（その他の事項） 

この特約に記載のない事項は、特段の記載がない限り、約款の定めに準じます。 

 

＜受信障害区域テレビサービス料金表（税別）＞ 

コース名 月額利用料（円･税込） 

地上デジタル放送再送信 1,100 
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附則 

（実施時期） 

この特約は平成２３年７月２５日から実施します。 

（実施時期） 

この特約は平成２６年２月２０日から実施します。 

（実施時期） 

この特約は令和３年４月１日から実施します。 

 


